
− 1 −

目　　次
◦税務署からのお知らせ………………… 2 ～ 6

◦会の動きと部会だより……………………… 7

◦２月の税ごよみ……………………………… 7

◦新入法人会員のご紹介……………………… 7

◦納税協会申告相談のご案内………………… 8

写真提供：富士精版印刷株式会社梅の花（大阪城）

TAX 
2 1 10 

 06(6302)8771   06(6302)4574 

URL https://www.nk-net.co.jp/higasiyodogawa/

令和 6 年 2月１日

第２９２号

令和５年分　確定申告と納税
所得税および
復興特別所得税・
贈与税

令和６年

3月15日(金)まで

消費税および
地方消費税
（個人事業者）

令和６年

4月１日(月)まで

納税協会で!
※譲渡所得・贈与税等除く

会員の
確定申告相談は　

日程：2月16日(金) ～ 3月6日(水)
≪詳細は裏表紙（８頁）をご覧ください≫
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税務署からのお知らせ① 
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泉化成産業株式会社
本社事務所　大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
　　　　　　　　新大阪プライムタワー16階
　　　　　　　　電話 06-6302-5487
本　店　　　大阪市淀川区木川東四丁目4番16号

特殊塗料・塗装設備機器・エンプラ樹脂の販売
塗替工事、遮熱塗装工事の請負

〒532-0002
大阪市淀川区東三国5丁目2番20号
TEL 06-6397-9160
FAX 06-6397-9164

建設業・不動産業

株式会社 岸本不動産建設
代表取締役 岸 本 博 史
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消費税の確定申告はe-Taxが便利です

○ 課税取引金額計算表を作成すると、申告書の作成がスムーズです 
○ 令和５年分の消費税の申告・納付期限は令和 6 年 4 月 1 日（月）です 

   ※ 個人事業者の消費税の納税は、口座引き落としによる「振替納税」が便利です 

取引関係資料を令和５年９月30日までと10月１日以降に区分

税率ごと（８％と10％）に区分

確定申告書を作成

★画面に従って入力すれば、税額などを自動計算！ 
★作成した申告書をデータ送信すれば、申告書の印刷・税務署への持参が不要！

確定申告書等
作成コーナー 

消費税申告の計算方法については、次頁のフローチャートをご確認ください ▶▶▶

 

 １

 
  
     

 
2

  3

確定申告をするための

インボイス発行事業者は 
消費税の確定申告 
が です

免税事業者からインボイス発行事業者になられた方へ

大阪国税局・税務署 

個人事業者用

インボイス発行事業者の登録日（令和５年10月１日）以降の申告が必要となる
ため、請求書や納品書、仕入明細書などの取引関係資料を区分する必要があります 

売上げや仕入れ等の金額を、税率ごとに区分した帳簿等の保存が必要です 

税務署からのお知らせ② 
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基準期間（令和３年１月１日から令和３年12月31日までの期間）の課税売上高が1,000万円を超えますか 

「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出していますか 

あなたは 

「消費税簡易課税制度届出書」
を税務署に提出していますか 

特定期間（令和４年１月１日から令和４年６月30日までの期間）の課税売上高
が1,000万円を超えますか 

あなたは 
消費税の申告 
は不要です 

あなたは あなたは 
一般課税制度と 
２割特例のいずれか 
を選択適用できます 

あなたは 
簡易課税制度と 
２割特例のいずれか 
を選択適用できます 

インボイス発行事業者ですか 

「消費税簡易課税制度届出書」を税務署に提出していますか

 

相続があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者と
なりますか 

 

 

インボイス発行事業者の登録は
相続日以前ですか 

はい（注） 
はい（注） 

（注）

 

はい

はい

はい

はいはい

はい（注） 

  

 

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ
いいえ

 

 

いいえ 

 

 

 

 

 

（注）「はい（注）に該当する場合は、令和５年１月１日から令和５年12月31日までの課税期間についての申告が必要となります。

消費税申告の計算方法のフローチャート

※相続によって、相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年
　の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、相続があった日の翌日から
　その年の12月31日まで課税事業者となります。
※相続によって、相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、
　被相続人のその基準期間の課税売上高と、相続人のその基準期間の課税売上高の合計額
　が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。

※基準期間における課税売
上高が5,000万円以下の課
税期間（1月1日から12月31
日まで）のみ適用できます

※特定期間における1,000万円の判定は、給与等支払額の合計額によることもできます。

一般課税制度簡易課税制度



Ａ
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税務署からのお知らせ③ 

令和　年分 確定申告

納　期　限 振　替　日
（振替納税をご利用の方）

令和６年
申 告 所 得 税
及び復興特別所得税

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税
（ 個 人 事 業 者 ）

振替納税を始めるには

３月15日 金

令和６年

４月23日 火

令和６年

４月 １日 月

令和６年

４月30日 火

振替納税をご利用でない方

申告書の提出後に、納付書の送付や

お知らせ等はありません。

納税は簡単・便利な振替納税又はそ

の他の納付方法で納期限までに納付

してください。

「振替依頼書」を納期限までに送信いただく

だけです（初回のみ）。

振替依頼書は、スマホやパソコンから押印なしに

オンラインで送信できます。
※ＰＣでの提出は、https ://www.e-tax .nta .go. jpからアクセス

　できます。

※「振替依頼書」を所轄の税務署に書面で提出することも可能です。

振替納税をご利用の方

事前に預貯金口座の残高をご確認

ください。

※残高不足等で振替納税できなかった場合は、

　納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、

　延滞税の納付が必要となる場合があります。

!

スマホからの
提出はこちら 入力要領はこちら

納付
される方へ

をされた方へ５



電子部品・半導体ビジネス、再生エネルギービジネス、電源ビジネス
蓄電ビジネス、ソリューションビジネス、生活環境ビジネス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目3番11号　☎（06）4806-0211

会長

https://www.moridenshi.co.jp/

最適なトータルソリューションを提供し、
「課 題 解 決 企 業」を目指します。 5656
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（R5.12.1 ～ 6.1.31）
会　議

12.7　広報委員会
本紙（第292号）の編集について

1.11　正副会長会（協会・納貯合同）
今後の行事予定等について

講演会
1.11　新春特別講演会
講師　東京大学先端科学技術研究
　　　センター准教授
� 小泉　悠　氏
テーマ「�ロシア・ウクライナ戦争

と日本の安全保障」

その他
12.11　 献血会
近畿税理士会（東淀川支部）主
催、当協会共催の「献血会」に、
協会員計14名が参加しました。

1.22　 キャッシュレス納付推進宣言式
キャッシュレス納付を推進するた
め、十三商店街において、税務
署と共催で宣言式を行いました。

会 の 動 き

法人部会
1.23・24　決算期別説明会
　　　　　　　　　（1・2・3・4月）

青年部会
12.18　租税教室
大阪市立豊新小学校６年生を対
象に、清水青年部会長が講義を
行いました。

1.24　ボウリング交流会
税務署幹部とのボウリング大会
を開催しました。

部 会 だ よ り 東淀川淀優会
1.26　優良申告法人経理担当顕彰式
令和５年度優良申告法人として税
務署長表敬を受けた10社の経理担
当者に協会長から顕彰楯を贈呈

1.26　経営トップセミナー
　　　（局所管法人会・特官法人会共催）
講師　防衛研究所研究幹事
� 兵頭　慎治　氏
テーマ「�ウクライナ戦争の現状と展望
� ～日本の安全保障に及ぼす影響～」

東淀川青色申告推進会
東淀川資産税会

12.14　合同セミナー（青年部会共催）
講師　東淀川税務署
� 資産課税統括官

中島　宏和　氏
テーマ「�相続・贈与における名

義預金・保険契約等の
対応について」

関係団体の動き
◆�１月分の源泉所得税及び個人住民
税特別徴収分の納付

◆12月決算法人の確定申告
◆６月決算法人の中間(予定)申告
◆�消費税の年税額が400万円超の３月・
６月・９月決算法人の３か月ごとの
中間申告

◆�消費税の年税額が4,800万円超の
法人(11月・12月決算法人を除く)
の１か月ごとの中間申告

◆�固定資産税(都市計画税)の第４期分
の納付

2月の税ごよみ

2月13日(火)まで

2月29日(木)まで

 新入法人会員のご紹介  よろしくお願いします。 （R５年７月～12月にご入会の内、掲載不可以外、入会順）

法 人 名 所 在 地 業 種 法 人 名 所 在 地 業 種
（株）上方ビール 西淡路３ 酒類製造業 （有）摂津製作所 西三国１ 不動産賃貸業

（株）大阪細胞病理研究所 柴島２ 医療関連サービス業 足尾塗装店（株） 瑞光５ 建設業

（株）経営システム研究所 東中島１ 経営コンサルタント業 （株）エンコネクト 東中島５ IT業

（株）ヒトツボ 旭区 不動産業 （株）ＮＥＳＴ 西中島４ 建築・不動産業

（有）三光設備 小松２ エレベーター点検業 アイグッドサポート（株） 三国本町２ Web 広告業

（同）ほほえみ 住之江区 障害福祉業
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日　程
月 火 水 木 金

2月16

19 20 21 22

26 27 28 29 3月1

4 5 6

令和６年２月１６日（金）～３月６日（水）

受付時間

午前の部 １０時 ～ １１時３０分
（相談１２時まで）

午後の部 　１時 ～ 　３時３０分
（相談　４時まで）

会　場

東淀川納税協会　３階講堂

納税協会申告相談のご案内

◆◇◆　申告相談についての注意事項　◆◇◆
◇ 税理士に申告関係を依頼されている方は、ご利用いただけません。
◇ 不動産及び株式等の譲渡所得・贈与税の相談はお受けできません。
◇ 本人確認書類（マイナンバーカード又は個人番号通知カード＋運転免許証等）が必要です。
◇ 配偶者・扶養親族のマイナンバー（個人番号）が必要です。
◇  前年の申告書控及び決算書控、各種控除証明書、国民年金・国民健康保険等の領収書をご持参く

ださい。また、消費税の申告をする場合は、前年及び２年前の控をご持参ください。
　 ※消費税の申告の要否については、５ページをご参照ください。
◇  決算書、申告書はご自分で作成していただく事になります。書き方については税理士が指導します。
◇ 相談時間・滞在時間の短縮のため、できるだけご自宅において、事前準備をお願いします。
◇ 作成（完成）した申告書等は、直接、税務署へご持参・ご提出ください。

◆◇◆　感染症対策にご協力ください　◆◇◆
◇ 換気扇、窓の開放等により、室内の換気を行っております。
◇ ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。
◇ 会場入室時は、手指の消毒にご協力ください。
◇ 体調のすぐれない方は、ご入室をお断りします。
◇ 会場内に筆記用具は設置いたしませんので、筆記用具・電卓等を必ずご持参ください。

毎週火曜日の
無料税務相談は
お休みします

※予約制ではありません。混雑の状況により、
　長時間お待ちいただく場合や、早めに受付を
　終了する場合があります。

※駐車場・エレベーターはありません。

天皇誕生日

確定申告期前の税務相談は、2月13日（火）が最終です。
2月20日（火）～ 3月19日（火）の間は、確定申告対応で繁忙期に当り
ますのでお休みします。
再開は、3月26日（火）からです。

※平日のみ・表の通り


